
事業承継設備補助金
区内中小企業者が事業承継を契機として行う設備の導入・更新に要する経費の一部を補助します。

東京都江東区

助成型（※2）

事業継承 / 設備投資

区内に本店及び補助対象事業を行う事業所を有すること

2024年8月1日～2025年1月31日

・製造業：200万円
・その他：100万円
※ 補助率は補助対象経費の1/2

補助対象事業：補助対象者が事業承継に伴って行う「競争力の強化又は生産性の向上のた
めの設備の導入」、「老朽化による設備の更新」

地域振興部 経済課
電話：03-3647-2332

https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/jigyoshokei.html
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